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利用者との契約

●アセスメント

■　通所介護計画の作成手順

重要事項説明書の交付・
説明・利用者の同意

利用者の心身の状況等の把握
解決すべき課題の把握
（アセスメント）

通所介護計画の作成

利用者、家族に対する説明・
同意、利用者に対する交付

サービスの提供

サービスの実施状況・目標の
達成状況の把握・記録

通所介護計画の見直し

（変更）

利用者・家族の
希望

利用者等からのサービス利用に
ついての相談・事業所の見学等

通所介護事業所

個人情報の取
り扱いに関す
る同意（利用
者・家族）

アセスメント

ケアプランの原案作成

居宅介護支援事業所

サービス担当者会議

利用者、家族に対するケア
プランの説明・同意、交付

モニタリング

ケアプランの変更

利用者との契約（重要事項
説明書の交付・説明・同意）

ケアプランと
の連動

必要に応じた
見直し（変更）

参加

情報共有

ケアプランの交付

通所介護計画の

提供依頼・提供

利用者について、その有する能力、既に提供を受けてい
る指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価
を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用
者が自立した日常生活を営むことができるように支援す
る上で解決すべき課題を把握すること（青本P.118）。
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